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１．必要性について 

 本調査は、学校保健安全法第十三条（児童生徒等の健康診断）により義務づけられ

ている健康診断の結果に基づいて、児童・生徒の発育及び健康状態に関する事項（児

童・生徒の身長、体重及び被患率等）に関する調査を行っており、その調査結果は、

学校保健安全法及び学校給食法の改正をはじめ、学校保健行政の施策の立案検討の際

の基礎資料として、利活用されている。 

 本調査は、児童・生徒の発育及び健康状態に関する事項を把握することのできる唯

一の公的な統計調査であるため、本調査は必要不可欠なものとなっている。 

２．利活用の状況 

①中央教育審議会 初等中等教育分科会（第 94 回）配布資料

 子供の発育状況の世代間比較のための参考資料として「児童生徒の平均身長・平

均体重」に関するデータを利用（別添１参照） 

②食に関する指導の手引（文部科学省）

   文部科学省が作成し、学校における食に関する指導を行うための資料である「食 

 に関する指導の手引」において、「肥満傾向児の割合」等を掲載（別添２参照） 

③子供・若者白書（旧青少年白書）（内閣府）

   子供・若者白書において「肥満傾向児・痩身傾向児の出現率」に関するデータ等

を掲載（別添３参照） 

④「健康日本 21」（厚生労働省）

  厚生労働省の施策である「国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的 

な方針（健康日本 21）」のためのデータを提供（別添４参照） 

⑤「第４次男女共同参画基本計画」（内閣府）

   平成 27 年に閣議決定された「第４次男女共同参画基本計画」のためのデータを

提供（別添５参照） 

⑥国際統計 OECD ヘルスデータ

 当該国際統計作成のためにデータを提供（別添６参照） 

３．他の統計調査との重複等の関係 

 学校保健行政に必要な児童・生徒の発育及び健康に関する事項を把握することの

できる調査は学校保健統計調査のみである。 
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